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今後の取組について

1

・ アンケート結果を踏まえ、労働時間改善、適正運賃収受に向けて、取引

の書面化をさらに進める必要がある。

→ 取引の書面化を薦めるチラシ（資料７－２）を作成し、各種説明会等の

機会に活用

１．取引の書面化が不十分

２．「書面化推進ガイドライン」の知名度不足

前回協議会で取り上げた課題

・ 運転者の待遇改善の原資となる「標準的な運賃」・「燃料サーチャージ」
の深度化を行う必要性
→ 「標準的な運賃」など、適正な運賃の収受について荷主様のご協力を
お願いするとともに、アンケートを実施し、「標準的な運賃」の収受にあ

たっての課題を抽出 （近畿トラック協会において実施中）

１．令和５年４月 月60時間を超える超過勤務時の時間外労働に対する割
増賃金率のアップ （中小企業の場合の適用猶予の終了）

２．令和６年４月 時間外労働時間の上限規制（９６０時間／年）

「働き方改革」の実施



人材確保に向けた取組み

就活などで振り向いてもらうための対策

ドライバーが選択肢にある方への対策

具体的な取組み

京都ジョブパーク等と連携したセミナーや

これまでのイメージを変化させる取組み

社会貢献と積極的な発信

賃金が低い

労働時間が長い 職
業
と
し
て
敬
遠

イメージが悪い

長距離が多い

人
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仕事がきつい

意見交換による気づきからの発信

そもそもトラック業界は
どう見られているのか?!

労働環境の改善

高
齢
化

職場体験会などの取組み
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